
能代港 港湾計画 改訂
前回改訂：1992年8月（目標年次：概ね平成17年）
今回改訂：2020年2月（目標年次：2030年代半ば）

本荘港

戸賀港

※取扱貨物量はH30速報値（秋田県調べ）

定期航路：－
取扱貨物量：366万トン

県のエネルギー拠点
静脈物流の拠点（リサイクルポート）

定期航路：－
取扱貨物量：35万トン

国家石油備蓄基地
船舶補修の拠点

船川港

○能代港は、能代火力発電所が立地し、県のエネルギー拠点としての役割を担うほか、リサイクルポートとして静脈物
流拠点（主に石炭灰移出）としての役割を担う。

○能代港周辺では、港湾区域内を含め複数の洋上風力発電事業の計画があり、洋上風力発電事業の適地として期待
されている。「海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）」に
おける今後の促進区域の指定を目指し、協議会が組織され、国による風況・地質調査が行われている。

定期航路：中韓コンテナ航路 2便/週
韓国コンテナ航路 1便/週
国内フェリー 12便/週

取扱貨物量：763万トン

県内産業の物流拠点
クルーズ客の受入拠点

秋田港

能代港
秋田県の年間電力消費量は、70～75億kWhで推移して
おり、能代火力発電所で発電される電力（約90億kWh）
で秋田県内の全電力を賄うことができる。

能代火力発電所

年間発電量：約90億kWh

既に一定の準備段階
に進んでいる区域
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能代港が担う役割（県のエネルギー拠点）

○能代火力発電所が立地しており、３号機を２０２０年３月の運転開始を目指し建設中。

○また、港湾区域における洋上風力発電の導入に向けた取組のほか、一般海域においても複数の計画の調査が進め
られており、洋上風力発電の建設拠点としての役割も期待されている。
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東北管内 赤字：有望な区域（協議会組織等の準備を直ちに開始）
青字：有望な区域（今後の地元合意等の状況を踏まえて準備を開始）
黒字：利害関係者の特定・調整が必要な区域

むつ小川原港
（港湾区域内に計画有）

能代港
（港湾区域内に計画有）

秋田港
（港湾区域内に計画有）

秋田県八峰町および能代市沖

青森県沖日本海（北側）

青森県沖日本海（南側）

秋田県能代市、三種町
および 男鹿市沖

秋田県由利本荘市沖
（北側・南側）

青森県陸奥湾

秋田県潟上市沖

出典：新聞報道等より港湾空港部が作成



能代港が担う役割（産業立地空間、地場産業の物流拠点）
○ 原塩が輸入され、製造された融雪剤が高速道路、一般道路の凍結防止剤として使用され、冬期間における安定した
陸上輸送に貢献。

○ 能代火力発電所の石炭燃焼排ガスの脱硫材の原料となる石灰石が移入されているほか、発電所から発生する石炭
灰は、セメント材料として輸移出されている。

○ また、背後の道路網により秋田県北部で消費される建設資材等の移入の拠点となっている。
○ さらに今後、自治体、商工団体、発電事業者等で構成される「能代港洋上風力発電拠点化期成同盟会」により、洋上
風力関連産業の誘致活動を行い、洋上風力発電事業の進展による部材工場の進出を見込んでいる。

○千葉港の背後図みたいなもの

秋田県北部の企業による
建設資材等の移入

石炭灰の輸移出

凍結防止剤のための
材料輸入

能代港

石炭燃焼排ガス脱硫剤
原料の輸入

未利用地14.0ha

東北電力株式会社
能代火力発電所

木材工業団地
（未利用地なし）

○能代港大森地区工業用地状況
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能代港の目指す姿について
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【将来像】
県北部地域の産業の持続的発展を支え、

再生可能エネルギー拠点として成長する能代港

基本方針１ ＜環境＞ 洋上風力発電の設置及び維持管理拠点の形成

基本方針２ ＜産業・物流＞ 地域産業を支える物流・生産拠点の形成

基本方針３ ＜防災＞ 住民・産業を守る防災機能の充実

○大規模災害時において、県民の暮らしや来訪者の安全・安心を守るととも

に、産業の自然災害リスク低減に貢献する。

○物流基盤及び生産基盤の強化を図り、地域産業の持続的発展や競争力

強化に貢献する。

○洋上風力発電の設置・維持管理に対応した環境の提供と港湾空間の有

効活用を行うことにより、洋上風力発電の拠点を形成する。

基本方針４ ＜環境＞ 住民が親しめる親水空間の確保

○海洋性レクリエーションを安全に楽しめる親水空間を確保し、地域住民の暮

らしに憩いと癒やしを提供する。



大森地区

下浜地区
中島地区

○洋上風力発電の拠点の形成
・(-7.5)260m → (-12)230m
・海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置
及び維持管理の拠点を形成する区域(8ha)

○用地造成
（埠頭用地）

○耐震強化岸壁に位置付け

凡例
：既設岸壁 ：港湾区域内
：今回計画 風車設置位置
：臨港道路

：主要道路

再生可能エネルギー源を
利活用する区域

260m
(-13m) 230m

(-12m)

185m
(-10m)

175m
(-2m)

265m
(-2m)

180m
(-4m)

144m
(-2m)

408m
(-2m) 136m

(-5m)

130m2B
(-7.5m)

○企業誘致（部品工場等）

○小型船だまり（漁船）の集約

230m
(-2m)

○用地造成、土地利用計画変更
（埠頭用地→港湾関連用地）
・企業誘致（メンテナンス事業所、倉庫、部品工場等）

○用地造成
（埠頭用地）
・洋上風力発電部材、原木ヤード

×

能代港港湾計画（改訂案）の概要
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外港地区

再生可能エネルギー源を
利活用する区域
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地方港湾審議会（令和２年１月）等における主な議論内容

○洋上風力発電の拠点形成について
（意見）
・洋上風力発電の拠点を形成することによる効果は。
（回答）
・能代港周辺は、風況や海底の地盤状況等から洋上風力発電事業の有望地域として期待され、複数の洋上風力発電事業
計画が進められていることから洋上風力発電の導入を促進するための拠点としての役割が求められている。
・洋上風力発電導入促進により、風車関連産業の立地、風車関連部品の県内企業からの調達、メンテナンス産業の育成
創出により、秋田県全体の発展に大きく寄与するものと期待している。

○船舶係留の考え方について
（意見）
・今後、洋上風力事業に伴い、作業船などの能代港を利用する船舶の増加が想定されるが、現在能代港を利用している
作業船は引き続き係留できるのか。また、将来的なタグボートや作業船等の配置・係留の見込みについて、ご教示い
ただきたい。

（回答）
・現在能代港に係留されている作業船については、引き続き利用できるよう小型船だまり計画でその規模や配置を考え
ている。
・洋上風車建設が本格化すると、多数の船舶の利用が想定されるため、各港湾単独ではなく、秋田県が管理している能
代港、秋田港、船川港の３つの港を連携し活用するなど、適切な配置を決定していきたいと考えている。

○ 地元 能代市の能代港への期待について
・平成３０年３月に、国、県、秋田県の県北地域が一体となってとりまとめた「能代港ビジョン」において、風力発電
の拠点形成等を掲げ、地域の活性化を図るとしており、そのためには能代港の整備は欠かせないという強い思い。
・能代港における洋上風力の拠点形成については、関係する自治体、議会、商工団体、発電事業者等からなる能代港洋
上風力発電拠点化期成同盟会を立ち上げ、活動を展開しており、今後も、地域が一丸となって取り組んでいく。



○ エスビアウ港は、1868年より整備を開始。2000年前後から洋上風力発電産業の拠点化が進
められ、現在では欧州最大の洋上風力発電設備のプレアセンブル及び積出基地となっている。

○ 現在、世界シェア第１位と第２位の洋上風車メーカー、シーメンス社のナセル工場やMHI
ヴェスタスのPCM工場等が港湾背後に立地しており、エスビアウにおける洋上風力発電産業
の雇用は、4,000人程度に上っている。

2017

○ 洋上風力発電については、年１回の定期点検、
数年周期での部品交換が必要であり、能代港に
おいては、本年１月に、風力発電会社と地元の
建設会社により、両社が有する設備やノウハウ
を活かして洋上風力発電所の運営・保守を専門
に行う会社が設立された。 ※IEA Wind Task 26 Offshore Wind Farm Baseline Documentation、

着床式洋上風力発電ガイドブック（2018年3月、NEDO）を基に作成。

主な内容 頻度

大規模補修 約５～９年周期

中規模の修理・部品交換 約３年周期

小規模の修理・部品交換 ３回／年

定期点検 １回／年

1874

※PORT OF ESBJERG 2017
を基に港湾局作成。

エスビアウ港の利用状況 エスビアウ港平面図 ※エスビアウ港 HP資料等より
港湾局作成
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関連産業の育成や波及効果について
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総取扱貨物量の推移

輸出 輸入 移出 移入

北海道
9.4

新潟
7.0

青森
3.3

岩手
0.7

岩手
3.2

宮城
0.3
鳥取
1.3

再利用

資材
20.3

砂利・砂
3.5

原木
1.3

その他
0.8

オーストラリア
211.6

インドネシア
55.6

カナダ
24.0

その他
14.7

石炭
305.9

原塩
3.2

金属製品
1.3

その他
0.7

韓国
3.2

中国
3.1

韓国
2.1

ベトナム
0.3中国

0.3
再利用

資材
3.2

原木
3.1

金属く

ず
2.7

貨物取扱状況

取扱貨物量の品目内訳（平成30年）
：公共施設利用

【輸出】
約9.0万㌧

○大宗貨物は、石炭（輸入）、再利用資材（輸出、移出）、砂利・砂（移入）、石灰石（移入）、金属くず（輸出）。

○石炭は能代火力発電所で利用される燃料をオーストラリア等から輸入、再利用資材は能代火力発電所から発生しセ
メント材料として利用される石炭灰の輸移出。

【輸入】
約311.1万㌧

【移出】
約25.9万㌧

【移入】
約20.4万㌧

青森
9.7

その他
0.9

青森
4.6

新潟
3.1

砂利・砂
10.6

石灰石
7.7

その他
2.1

既定計画

【既定計画との相違（対2018年）の要因】

●能代火力発電所の3号機稼働を見込んでいたことから
2018年時点では稼働していないため石炭 輸入は減
●1992年当時見込んでいたセメントの県内消費量が建設
業の減少により見込めなくなったためセメント 移入は減
●木材加工業のため、海外から原木輸入の増加を見込ん
でいたが、県産材へのシフトにより原木 輸入は減

〈内訳〉
石炭 ：輸入-805千トン
セメント ：移入-350千トン
原木 ：輸入-270千トン 等
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既定計画
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総取扱貨物量の推移
輸出 輸入 移出 移入

貨物取扱状況（公共）

取扱貨物量の品目内訳（平成30年）

○大宗貨物は、砂利・砂（移出入）、石灰石（移入）、原塩（輸入）である。
○砂利・砂は背後圏の土木建築資材の移入、石灰石は土木用（アスファルト骨材）及び工業用（排煙脱硫）の炭酸カル
シウムの原料の移入、原塩は道路の凍結防止剤の原料として輸入。

【輸出】
約5.8万㌧

【輸入】
約5.1万㌧

【移出】
約7.2万㌧

【移入】
約19.9万㌧
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この画像は表示できません。

石炭

400.0

電気機械

7.0 原塩
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輸出 輸入 移出 移入

○能代火力発電所３号機の運転開始に伴い、燃料用石炭の輸入の取扱増加が見込まれる。

○東北電力における、セメント材料用石炭灰の取扱増加が見込まれる。

○能代港周辺の洋上風力発電所の建設が本格化することに伴い、洋上風力関連設備等の取扱い増加が見込まれる。

＜増加する主な要因＞

≪輸入≫ 石炭（2018年）305.9万㌧ → （今回推計）400.0万㌧
・石炭火力発電所の施設増強に伴う石炭の取扱増加を見込む（＋94.1万㌧ ）

今回計画の貨物内訳

≪移出≫ 電気機械（2018年）0.0万㌧ → （今回推計）7.6万㌧
・洋上風力発電用資材の取扱増加を見込む（＋7.6万㌧ ）
≪輸出≫ 再利用資材（2018年）3.2万㌧ → （今回推計）30.0万㌧
・セメント材料用石炭灰の取扱増加を見込む（＋26.8万㌧ ）

2018
（H30）

2034
（目標年）

【移入】
約43.0万トン

【輸出】
約38.2万㌧

【輸入】
約412.2万㌧

【移出】
約34.9万トン

≪輸入≫ 電気機械（2018年）0.5万㌧ → （今回推計）7.8万㌧
・洋上風力発電用資材の取扱増加を見込む（＋7.3万㌧ ）

≪移入≫ 再利用資材（2018年）0.0万㌧ → （今回推計）21.0万㌧
・セメント材料用石炭灰の取扱増加を見込む（＋21.0万㌧ ）

【公共】

【専用】

【公共】 【専用】

2005
（既定計画）

2018
（H30）

2034
（目標年）

2005
（既定計画）

計画貨物量の設定
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この画像は表示できません。

計画変更内容（大森地区）

既定計画 今回計画

土地利用計画
埠頭用地 20.4ha
港湾関連用地 5.4ha
工業用地 39.0ha
緑地 4.0ha

合計 68.8ha

公共埠頭計画（既設）
水深7.5m 岸壁2バース 延長260m

小型船だまり計画（既設）
水深4m 物揚場2バース 延長420m

公共埠頭計画（新規計画）
埠頭用地 19.8ha

公共埠頭計画（既定計画の変更）
水深12m 岸壁1バース 延長230m

土地利用計画
埠頭用地 42.4ha
港湾関連用地 10.3ha
工業用地 39.0ha
緑地 0.0ha

合計 91.7ha

公共埠頭計画（新規計画）
埠頭用地 3.1ha

水域施設計画（既定計画の変更）
水深12m 24.4ha

小型船だまり計画（既設）
水深4m 船揚場 延長40m

公共埠頭計画・大規模地震対策施設計画
(既設の変更計画)
水深10m 岸壁1バース 延長185m

公共埠頭計画（既設）
水深10m 岸壁1バース 延長185m

海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置
及び維持管理の拠点を形成する区域(8ha)
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この画像は表示できません。

計画変更内容（下浜地区）

今回計画

小型船だまり計画（新規計画）
船揚場 水深2m 延長40m

土地利用計画
埠頭用地 7.0ha
港湾関連用地 6.2ha
工業用地 3.9ha

合計 11.9ha

小型船だまり計画（新規計画）
（埠頭用地） 2.4ha

既定計画

土地利用計画
埠頭用地 5.4ha
工業用地 3.9ha

合計 9.3ha

小型船だまり計画（新規計画）
物揚場 水深2m 延長145m

小型船だまり計画（既定計画の変更）
物揚場 水深3m 延長175m

小型船だまり計画（既設）
水深2m 物揚場1バース 延長215m
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この画像は表示できません。

計画変更内容（中島地区）

今回計画

土地利用計画
埠頭用地 0.5ha
港湾関連用地 4.4ha
緑地 9.6ha

合計 14.5ha

既定計画

土地利用計画
埠頭用地 4.6ha
港湾関連用地 0.0ha
緑地 9.8ha

合計 14.4ha

小型船だまり計画（既設）
水深2m 物揚場1バース 延長115m 小型船だまり計画（既設の変更）

水深2m 物揚場1バース 延長230m
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